
第１３号議案 

ふじみ野市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市水道事業給水条例（平成１７年ふじみ野市条例第１５７号）の一部

を次のように改正する。 

第５条第１項、第３８条第２項ただし書及び第４１条第１号中「厚生労働省令

」を「国土交通省令」に改める。 

      「  「  

 

 

別表第１中 

２３８円

３８１円

５７１円

１，６１９円

２，２８５円

５，５２３円

８，５７１円

２０，０００円

２８，５７１円

 

 

を 

３５７円

５７２円

８５７円

２，４２９円

３，４２８円

８，２８５円

１２，８５７円

３０，０００円

４２，８５７円

 

 

 

 

 

 に、 

 ５，７１４円 ５，７１４円 

 １，６１９円 ２，４２９円 

 」 」 

「       「 

                                                        

６７円

８５円

１００円

１１９円

１４３円

１６７円

 ７９円

１００円

１１８円

１４０円

１６８円

１９８円

 ５６円 ６７円

 ２２８円 ２６９円

      」       」 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定

は、令和６年１０月１日から施行する。 

に改める。 を 



（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、令和６年１２月１日以後に実施する検針により

徴収する料金から適用し、同日前に実施する検針により徴収する料金について

は、なお従前の例による。 

令和６年２月２６日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和

５年法律第３６号）の施行に伴う条文の整理及び水道料金の改定をするため、

ふじみ野市水道事業給水条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもの

である。 

 


